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写真は、国営農地開発事業「南知多地区」（S51～H6）で造成された大城・御用団地です。
農地造成と愛知用水の通水によりキャベツ・玉ねぎ等の一大生産地となりました。



巻 頭 言

東海農政局 農村振興部長
古賀 徹

皆様方には、日頃から東海農政局管内における農業農村の振興、

農業農村整備の推進にご理解とご協力を賜りありがとうございます。

令和3年3月に閣議決定された「土地改良長期計画」では、土地改

良事業を計画的かつ効果的に進めていくため、①生産基盤の強化による農業の成長産業化、

②多様な人が住み続けられる農村の振興、③農業・農村の強靭化 の3つの政策課題を掲げ、

それら課題に対応した政策目標を定め、その達成に向けて重点的に取り組むべき9つの具体

の施策を掲げています。

その中の1つに「水田の活用（田んぼダム）による流域治水の推進」が位置づけられてい

ます。この背景は、平成30年7月豪雨、令和元年東日本台風、令和2年7月豪雨をはじめと

した大規模な自然災害が近年頻発し、我が国の農業生産基盤や農村に居住する人々の生活基

盤を脅かす深刻な問題となりました。このため土地改良事業においては、大雨が予想される

際にあらかじめ農業用ダムやため池の水位を下げることによる洪水調節機能の強化、田んぼ

ダムによる下流域の湛水リスクの低減、農地の湛水被害のみならず市街地や集落の湛水被害

も防止・軽減させる排水機場等の適切な機能発揮などを通じて、流域全体で行う協働の取組

である「流域治水」を推進していくことが重要となってきています。

田んぼダムに関しては、田んぼダムに適した水田の面積が全国で約20万haとの推計のも

と、土地改良長期計画の5年間でこれら水田の概ね半分まで取組を拡大させることを目標と

しています。田んぼダムの推進にあたっては、日本型直接支払の多面的機能支払交付金にお

ける加算措置に加え、令和4年度予算からは、田んぼダムの導入に対する支援や効果発現に

向けた支援が拡充されました。

それでは、実際に田んぼダムの取組が拡大するために、私たちはどのような点に配慮して

いくべきでしょうか。田んぼダムの取組を進めるために重要なことは、田んぼダムの適地・

効果を見極めること、あらゆる関係者の協働の取組であること、営農者のストレスを軽減す

ることです。河川からの溢水など外水由来の氾濫には田んぼダムは無力ですし、大河川の本

流の流量抑制には限度がありますが、田んぼダムの適地となる地域では効果を見える化して

取組の意識を醸成していければよいと思います。

また、あらゆる関係者の協働ですので、恩恵を受ける下流住民の方もその効果とそれに伴

う営農者の地道な努力への理解を得たいものですし、基礎自治体の役割が重要です。そして、

田んぼダムの装置の設置が営農の邪魔をせず毎年の米作りに差しさわりないこと、できるこ

となら水管理上のメリットも得られることが継続的な取組を支えるものとなっていきます。

それぞれの地域にはそれぞれの特色があります。地元の方や有識者の方との意見交換を重

ねて、取り組んでいければと思います。

今後も皆様方の声を丁寧に聞きながら、東海地域の農業が力強く成長し、豊かな農村とな

れるよう、職員一丸となって土地改良事業を進めてまいりますので、引き続きよろしくお願

いいたします。
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国営施設応急対策事業（宮川用水地区・青蓮寺用水地区）の事業完了
による土地改良財産の管理及び処分手続等について

土地改良財産とは、土地改良事業により造成された工作物（貯水池、頭首工、道路、水
路、揚水機場等）、土地改良事業のために取得した土地、権利等で公共用財産又は普通財
産であるもので、具体的には土地改良法（以下「法」という。）第94条各号に規定されて
います。

この土地改良財産については、施設の規模等にもよりますが、利益を受ける者が自ら管
理し、その費用を負担するという土地改良事業制度の原則から、主として委託（法第94条
の6の管理委託）又は譲与（法第94条の３第１項の譲与）により土地改良区等が管理する
ことになります。国営更新事業完了後においても基本的に現行の管理形態（管理委託・譲
与管理）を継続することになります。

２地区で改修した頭首工、幹線水路等は前歴事業完了時に土地改良区へ管理委託されて
いますが、更新事業により財産の得喪が生じるため、現行の管理委託協定を変更します。

また、青蓮寺用水地区は幹線水路の路線変更により不用地等が生じたため、用途廃止後、
法第94条の３第１項の譲与（管理費用内の譲与）又は売払い処分を行います。

管理受託者
宮川用水土地改良区
青蓮寺用水土地改良区

管理委託協定（変更）フロー図 土地改良財産取扱規則第5条

部局⾧
東海農政局⾧

立会人
三重県知事

①協議

①協議

②同意（管理方法書案等の提出）

②同意（管理方法書案等の提出）

③締結

③締結

今年度、木曽川水系土地改良調査管理事務所の宮川支所・青蓮寺支所で行っている国営
施設応急対策事業の２地区が事業完了します。事業完了に向けて、土地改良財産の管理や
処分などの手続きについてご紹介します。
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タブレットを活用した工事監督業務について

１．工事監督業務用端末の導入について

２．現場の声

工事の監督業務においては、令和元年の「公共工事の品
質確保の促進に関する法律」の改正により発注者の責務と
して情報通信技術の活用に努めるよう規定されています。

また、新型コロナウィルス感染症の感染拡大防止への対
応としてＷeb会議システムを利用した遠隔確認などの働き
方改革の促進や業務の効率化が求められている状況です。

当事務所においては、専用端末（タブレット）の導入に
より通信技術等を活用した効率的な監督体制の整備に取り
組んでいます。

３．今後の活用方法

図面や仕様書等のデータを入れて
現場での立会に活用しました。

大量の資料を持ち運ぶ必要が
なくなりました。

写真や動画の撮影に使いました。

在宅でのテレワークで利用しました。
情報共有システムを使い、リモート

での監督業務を行いました。

現場での端末活用の様子

今後、さらなる利用方法として設計変更等に係るリモートでの現場確認、完了検査等を
考えています。引き続き通信技術をより活用し、移動時間の短縮、テレワークでの作業性
の向上、移動等での待ち時間の短縮による柔軟な段取りの調整が可能になることで効率的
な業務の推進を図っていきます。

現場で情報共有システムを活用し、
施工計画書の確認を行うことができ
効率的な監督業務が可能になりました。

今年度、木曽川水系土地改良調査管理事務所では工事監督業務の専用端末４台を導入しま
した。現場の声とともに利用状況、今後の活用方法等についてご紹介します。

今年度導入した端末
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